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会 議 録 （ ２ ） 

議事の概要（経過）・決定事項 
 

 
 （１）諮問第１号 天覧山・多峯主山周辺の景観緑地の指定について 
    ・新規に指定する景観緑地について、飯能市長より諮問した。 
     審議の結果、「異議なし」との答申を受けた。 
     
（２）その他 
   ・なし 

 
※  議事終了後、その他として「新飯能市クリーンセンターについて」及び 

    「生ごみ処理器はんのうキエーロ購入費補助制度について」、「審議会の 
会議録の送付について」の報告を行った。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



会 議 録 （３） 

発 言 者 
 

発  言  内  容 

 １ 開  会（環境緑水課長） 
 ２ あいさつ（会長） 
 ３ 議  事 
環境緑水課長  本日の会議案件につきましては、全て公開対象となります。 
 次に議事に移ります。議事進行は、会長にお願いいたします。 
議長 それでは、議題(1)「諮問第１号 天覧山・多峯主山周辺の景観緑地の指定 
 について」でございますが、事務局より説明をお願いします。 
環境計画・生活環境担当ﾘｰﾀﾞｰ  ― 諮問 ―（市長より諮問があった旨について説明） 
議長 続きまして、指定予定箇所について事務局より説明をお願いします。 
自然環境担当ﾘｰﾀﾞｰ ― 担当より、資料に基づき景観緑地指定予定箇所について説明 ― 
議長  事務局から「諮問第１号 天覧山・多峯主山周辺の景観緑地の指定につい 
 て」の説明がございましたが、ご意見、ご質問等につきましては、現地視察 
 を終えてからお伺いします。 
 ＜現地視察＞ 
議長  諮問に関しまして、ご意見、ご質問等ございましたらお願いします。 
委員  指定予定地の大字飯能宇鵜の首１１４１番１０のみ、地目が原野となって 
 います。現地視察では、原野と山林の区別がつかなかったのですが、地目に 
 よって、今後の管理に影響があるのでしょうか。 
自然環境担当ﾘｰﾀﾞｰ 管理は、地目が山林である場合と違いはありません。 
環境緑水課長  資料の地目につきましては、登記簿の地目になっています。所有者等の方 
 が植林している状況であると考えられ、併せて現況地目は山林であると考え 
 られます。 
委員  資料の景観緑地指定区域図の白色はどのような地域ですか。 
自然環境担当ﾘｰﾀﾞｰ  はい、指定対象地になります。個人所有地であり、今後、景観緑地の対象 
 となります。 
委員  景観緑地の指定は、何年前から対応されていますか。また、今後、指定対 
 象地をすべて指定するために、計画はありますか。 
環境緑水課長  景観緑地については、数年前から所有者等の方と交渉を行っています。地 
 権者の方のご意思もあるため、今回の指定予定地へは５、６回程度交渉にお 
 伺いし、景観緑地の指定となりました。計画につきましては、何年計画とは 
 申し上げられませんが、赤色の線で囲った景観緑地指定予定区域につきまし 
 ては、今後も所有者等の方々と交渉を行い、指定して参ります。 
委員  現地視察を終えて、今回の指定予定地の一部において、放置されているよ 
 うな印象を受けました。今後、落葉樹に切り替える等、市としては手入れが 
 できないでしょうか。 
自然環境担当ﾘｰﾀﾞｰ  所有者等の方のご意向によるかと思います。 
委員 入間市では、入間市が加治丘陵の土地を買い上げて管理を行っていると伺い 
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会 議 録 （３） 

発 言 者 
 

発  言  内  容 

 ました。飯能市の景観緑地に関しても買い上げてはいかがでしょうか。計画は 
 どのようになっていますか。 
環境緑水課長  現状では、市による買い上げは考えておりません。納税額を補助金として交 
 付しています。 
委員  雑木の管理については、所有者等が行うことは自由とのことですが、市が関 
 わっていくことは考えていらっしゃいますか。 
自然環境担当ﾘｰﾀﾞｰ  飯能市環境保全条例第８条所有者等の保全義務にありますとおり、通常の管 
 理行為は、所有者等が行うこととなっています。 
環境緑水課長  併せて、飯能市環境保全条例第１０条行為等の協議にありますとおり、樹木 
 の伐採については、市と協議することとなっています。 
委員  景観緑地の指定については、所有者と市で契約書を交わすのでしょうか。 
自然環境担当ﾘｰﾀﾞｰ  はい。ただし、契約書ではなく、同意書になります。同意書を取り交わし、 
 審議会に諮っています。 
委員  景観緑地の標識の設置は、市長が行うのでしょうか。 
自然環境担当ﾘｰﾀﾞｰ  はい、飯能市環境保全条例第７条標識の設置にありますとおり、市長が行い 
 ます。現場の状況を勘案のうえ、標識を設置します。 
委員  飯能市環境保全条例第８条所有者等の保全義務と、第１０条行為等の協議に 
 ついては、かなり厳しいように思います。所有者等のうち県外にお住まいの方 
 は、樹木を伐採するために市長と協議をしないとなりません。税制措置だけで 
 はなく、指定地の管理についても、市がある程度関わらないと、景観緑地の同 
 意はなかなか得られないのではないでしょうか。 
自然環境担当ﾘｰﾀﾞｰ  そのようなお話につきましては、景観緑地に関わらず、山林所有者の課題で 
 あると考えられます。景観緑地の指定予定地において交渉する際には、所有者 
 等に事務局から景観緑地の管理について念入りに説明を行っています。また、 
 景観緑地の管理については、市がどの程度関わることができるのか、森林組合 
 に確認を行なっているところですが、景観緑地以外の民有林と同じように管理 
 ができるのではないか、とお話を伺っています。今後、所有者等の同意が得ら 
 れれば、市の予算を抑え、管理することができるかもしれませんので、検証を 
 進めたいと思います。 
委員  市内の森林ボランティアグループを活用することができるのではないでしょ 
 うか。県外にお住まいの方については、維持管理も大変だと思います。指定管 
 理地を市で買い上げる方が良いのではないでしょうか。今後、ご検討していた 
 だきますようお願いします。（意見） 
議長  ご質問等他にございますか。 
委員 ― なし ― 
議長  ないようですので、答申につきましては、意義なしということでよろしいで 
 しょうか。 
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委員 ― 異議なし ― 
議長 それでは、議題(1)「天覧山・多峯主山周辺の景観緑地の指定について」につ 
 きまして、本市議会から「異議なし」と答申することといたします。後ほど、 
 私から市長へ答申させていただくことでよろしいでしょうか。 
委員 ― 異議なし ― 
 続きまして、議題(2)「その他」でございます。事務局で何かありますか。 
環境計画・生活環境担当ﾘｰﾀﾞｰ  特にありません。 
 委員の皆様から何かございますか。 
委員 ― なし ― 
議長 それでは、本日の議事をすべて終了とさせていただきます。ご協力ありがと 
 うございました。進行を事務局に戻します。 
環境緑水課長  ありがとうございました。それでは、４ その他に移らさせていただきます。 
 その他につきましては、他部署の所管となりますが、環境に関わる事業のため 
 情報提供させていただきます。 
  まず、「新飯能市クリーンセンターについて」及び「生ごみ処理器はんのうキ 
 エーロ購入費補助制度について」ご説明いたします。 
環境計画担当 ― 市職員による説明 ― 
環境緑水課長  ご質問等ございましたらお願いします。なお、他部署が所管課となりますの 
 で、詳細ではなく概要になるかと思いますが、答えられる範囲でお答えします。 
委員  今年度のはんのうキエーロ購入費補助金の実績について教えてください。 
環境計画担当  はい、はんのうキエーロ注文台数は、１月末現在において、１２５台になり 
 ます。また、はんのうキエーロ購入費補助金交付については、同じく１月末現 
 在において、１００件で１０２台分、６２６千円になります。注文を受けてか 
 ら完成までに１か月ほど時間が必要なため、注文台数と補助金交付台数に差が 
 ございます。ご承知おきください。 
環境緑水課長  その他にご質問ございますか。 
委員 ― なし ― 
 ないようですので、次に移ります。「審議会の会議録の送付について」ご説明 
 いたします。 
環境計画担当 審議会の会議録の送付についてですが、他審議会と同様に、今回から送付は 
 行わないこととなりましたので、ご了承いただきますようお願いします。 
環境緑水課長  ご質問等ございましたらお願いします。 
委員  会議録はどちらで閲覧することができますでしょうか。 
環境計画担当  はい。本庁舎３階市政資料コーナーにて閲覧することができます。 
委員  会議録は告示しますか。 
環境計画担当  いいえ、告示はしません。 
環境緑水課長  他にご質問等はございませんでしょうか。 
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 本日は、皆様の慎重審議により全ての議事が無事終了いたしました。誠にあ 
 りがとうございました。 
環境緑水課長 ５ 閉  会（佐野副会長） 
   
 午前１１時２５分終了 

 議事のてん末・概要を記載し、その相違ないことを証するためここに署名します。 
     年   月   日 
 
       議 長 の 署 名                    
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